
荒川四丁目荒川四丁目

荒川七丁目荒川七丁目

荒川
二丁目
荒川
二丁目

荒川
一丁目
荒川
一丁目

南千住一丁目南千住一丁目

南千住五丁目南千住五丁目

荒川三丁目荒川三丁目

隅

　田　

　　川

町屋一丁目の一部町屋一丁目の一部

荒川
五丁目
荒川
五丁目

荒川六丁目荒川六丁目

東尾久
六丁目
東尾久
六丁目

東尾久
　三丁目
東尾久
　三丁目

東尾久二丁目東尾久二丁目

東尾久一丁目東尾久一丁目

町屋二丁目町屋二丁目

町屋
三丁目
町屋
三丁目

町屋四丁目町屋四丁目

荒川四丁目荒川四丁目

荒川七丁目荒川七丁目

荒川
二丁目
荒川
二丁目

東尾久
四丁目
東尾久
四丁目

東尾久

五丁目

東尾久

五丁目

西尾久
三丁目の一部
西尾久
三丁目の一部

西尾久

六丁目

西尾久

六丁目

西尾久
五丁目
西尾久
五丁目

西尾久
二丁目
西尾久
二丁目

西尾久
四丁目
西尾久
四丁目 西尾久

一丁目
西尾久
一丁目

隅　田　川

不燃化特区
支援制度のご案内

■ 不燃化特区全般に関するお問合せ先

町屋・尾久地区

荒川・南千住地区

・荒川五丁目、荒川六丁目

・町屋二丁目～町屋四丁目

・東尾久一丁目～東尾久六丁目

・西尾久一丁目、西尾久二丁目

・西尾久三丁目21番～26番

・西尾久四丁目1番～6番、9番～24番、        

 27番～32番

・西尾久五丁目、西尾久六丁目

 電話０３−３８０２−３１１１

（内線２８２７・２８２９）

防災都市づくり部 住まい街づくり課 防災街づくり係

       

荒川区役所北庁舎 2 階⑫番窓口 

・荒川一丁目～荒川四丁目

・荒川七丁目

・南千住一丁目、南千住五丁目

・町屋一丁目 1 番、2 番、19 番～ 21 番

令和７令和７

： 優先整備路線

：  荒川・南千住地区

令和 5 年度版

年度まで年度まで

事業期間事業期間

： 優先整備路線

： 前面道路の幅員が
  定められている路線

凡例

 対象町丁目

 対象町丁目

 ■ 凡例

N

N

- 4 - - 1 -

建物の減免建物の減免 更地の減免更地の減免 都税事務所都税事務所荒川区荒川区

審査 / 決定審査 / 決定

適宜相談

の受付

適宜相談

の受付

解体工事

及び

建築工事

の完了

解体工事

及び

建築工事

の完了

解体工事解体工事

老朽建築物

の認定申請

老朽建築物

の認定申請

更地の適正

管理確認申請

更地の適正

管理確認申請

認定通知認定通知

※減免要件

の変更に伴

い経過措置

が設けられ

ています。

※減免要件

の変更に伴

い経過措置

が設けられ

ています。現地調査現地調査

確認通知確認通知

減免申請減免申請 要件確認要件確認

税の減免税の減免

減免申請減免申請 要件確認要件確認

税の減免税の減免

※６月３０日までに申請
 を済ませてください。

※毎年申請が必要です

※新築した年の翌々年の 2 月末日
 までに申請が必要です

固定資産税・都市計画税の減免が受けられます固定資産税・都市計画税の減免が受けられます

土地の売却をお考えの方は下記へご相談ください土地の売却をお考えの方は下記へご相談ください

１．減免される期間と割合

 ◆老朽住宅を解体した翌年から最大５年分

 ◆住宅を除却した後の土地（認定が変更された面積）にかかる

  固定資産税・都市計画税額の８割

２．主な減免要件

 ◆取壊した住宅が耐用年限の３分の２を超過している老朽建築物

  であること

 ◆防災上有効な空地として適正に管理されていると区から証明

  されていること

 ◇所有者やその他の要件についてはお問合せください。

１．減免される期間と割合

 ◆老朽住宅を解体した翌年から最大５年分

 ◆住宅を除却した後の土地（認定が変更された面積）にかかる

  固定資産税・都市計画税額の８割

２．主な減免要件

 ◆取壊した住宅が耐用年限の３分の２を超過している老朽建築物

  であること

 ◆防災上有効な空地として適正に管理されていると区から証明

  されていること

 ◇所有者やその他の要件についてはお問合せください。

防災上危険な老朽住宅を解体した更地に関するもの防災上危険な老朽住宅を解体した更地に関するもの

公園や広場として活用公園や広場として活用 代替地として活用代替地として活用

手続きの流れ手続きの流れ

東京都では、公共事業に伴い移転する方の土地

（代替地）を探しています。

東京都では、公共事業に伴い移転する方の土地

（代替地）を探しています。

１．減免される期間と割合
 ◆新たに課税される年から５年分
 ◆新築した住宅に対する固定資産税・都市計画税の全額
 ※減免の対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なります。

２．主な減免要件
 ◆解体した家屋と新築した住宅の所有者が同一であること
                           
 ◇取壊した家屋や新築した住宅の要件についてはお問合せ
  ください。          

１．減免される期間と割合
 ◆新たに課税される年から５年分
 ◆新築した住宅に対する固定資産税・都市計画税の全額
 ※減免の対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なります。

２．主な減免要件
 ◆解体した家屋と新築した住宅の所有者が同一であること
                           
 ◇取壊した家屋や新築した住宅の要件についてはお問合せ
  ください。          

不燃化のための建替えを行った住宅に関するもの不燃化のための建替えを行った住宅に関するもの

荒川区では、公園や広場など

の土地を探しています。

荒川区では、公園や広場など

の土地を探しています。

解体後の土地を広場として整備した例▶

■荒川区へのご相談は…

 荒川区防災都市づくり部
 住まい街づくり課 防災街づくり係
 電話 ０３−３８０２−３１１１
         （内線２８２８）

■東京都へのご相談は…

 東京都建設局
 用地部 管理課 移転支援担当
 電話 ０３−５３２０−５２５４
            （直通）

■税の減免に関するお問合せ先

 荒川都税事務所
 固定資産税課 固定資産税班
 電話 ０３−３８０２−８１１６
            （直通）



 荒川区では、木造住宅密集地域の一層の改善を図るため、東京都の不燃化特区制度に基づき、大地震等の災害

時に特に危険とされる地区について、「不燃化特区（不燃化推進特定整備地区）」の指定を受け、不燃化特区限定

の支援事業を行っています。

 古い建物の建替えや解体について、助成金等による支援や税金の減免を受けられます。ぜひご活用ください。

解体して

更地へ！

古い
建物を…

古い
木造建物を…

建替えて、
燃えにくい建物へ！

解体する建物の延べ面積１㎡あたり２６，０００円 を

上限とし、延べ面積５００㎡までを限度。

なお、消費税相当額は除く。

解体する建物の延べ面積１㎡あたり２６，０００円 を

上限とし、延べ面積５００㎡までを限度。

なお、消費税相当額は除く。

解体する建物の延べ面積１㎡あたり２６，０００円 を

上限とし、延べ面積５００㎡までを限度。

なお、消費税相当額は除く。

解体する建物の延べ面積１㎡あたり２６，０００円 を

上限とし、延べ面積５００㎡までを限度。

なお、消費税相当額は除く。

１．建物所有者、又は当該建物が存する土地の所有者

２．個人又は中小企業等（宅地建物取引業者除く）

３．住民税・国民健康保険料等を滞納していないこと

１．建物所有者、又は当該建物が存する土地の所有者

２．個人又は中小企業等（宅地建物取引業者除く）

３．住民税・国民健康保険料等を滞納していないこと

助成対象者の要件助成対象者の要件建物の要件建物の要件

手続きの流れ手続きの流れ

助成の内容助成の内容

１．昭和56年5月31日以前に建築された建物の所有者、

  又は当該建物の存する土地の所有者

２．建替えを検討している築１５年以上の木造建物の

  所有者、又は当該建物の存する土地の所有者            

１．昭和56年5月31日以前に建築された建物の所有者、

  又は当該建物の存する土地の所有者

２．建替えを検討している築１５年以上の木造建物の

  所有者、又は当該建物の存する土地の所有者            

ご相談の流れご相談の流れ

専門家派遣を利用できる方専門家派遣を利用できる方 派遣できる専門家派遣できる専門家

解体工事費解体工事費

※土地所有者が申請する場合は、建物所有者の承諾が必要です。※土地所有者が申請する場合は、建物所有者の承諾が必要です。

※建物の用途や使用状況は問いません。※建物の用途や使用状況は問いません。

発行：荒川区 防災都市づくり部 住まい街づくり課

登録（04）0138 号

手続きの流れ手続きの流れ

◆解体する建物

耐火又は準耐火建築物ではない

築１５年以上の木造建物 

◆新築する建物

耐火又は準耐火建築物

◆解体する建物

耐火又は準耐火建築物ではない

築１５年以上の木造建物 

◆新築する建物

耐火又は準耐火建築物

１．新築する建物の建築主 

２．個人又は中小企業等

  （宅地建物取引業者除く）

３．住民税・国民健康保険料等を滞納

  していないこと

１．新築する建物の建築主 

２．個人又は中小企業等

  （宅地建物取引業者除く）

３．住民税・国民健康保険料等を滞納

  していないこと

助成対象者の要件助成対象者の要件

助成の内容助成の内容

※建物の用途や使用状況は問いません。※建物の用途や使用状況は問いません。

解体工事費解体工事費

設計・工事監理費

の一部

設計・工事監理費

の一部

◆戸建て建替え
戸建ての建築に必要な設計・工事監理に要する費用とし、

１階から３階までの床面積に応じて要綱に定める額を助成。

◆共同建替えの場合
共同住宅等の建築に必要な設計・工事監理に要する費用とし、

１階から３階までの床面積に応じて要綱に定める額を限度として助成。

◆戸建て建替え
戸建ての建築に必要な設計・工事監理に要する費用とし、

１階から３階までの床面積に応じて要綱に定める額を助成。

◆共同建替えの場合
共同住宅等の建築に必要な設計・工事監理に要する費用とし、

１階から３階までの床面積に応じて要綱に定める額を限度として助成。

新築する建物の耐火性能が高いと助成額が大きくなります。

１階から３階までの床面積に応じて要綱に定める額を助成。

新築する建物の耐火性能が高いと助成額が大きくなります。

１階から３階までの床面積に応じて要綱に定める額を助成。

法定外公共物(水路等)の売払いの申請に伴う土地測量等に
要した費用を助成。
ただし、土地売買契約書に記載された売買代金を限度。

法定外公共物(水路等)の売払いの申請に伴う土地測量等に
要した費用を助成。
ただし、土地売買契約書に記載された売買代金を限度。

昭和56年5月31日以前に建築された

木造建物、又は昭和56年5月31日以

前に建築された非木造建物かつ区が

危険と判定したもの

昭和56年5月31日以前に建築された

木造建物、又は昭和56年5月31日以

前に建築された非木造建物かつ区が

危険と判定したもの

土 地 測 量 費土 地 測 量 費

法定外公共物 ( 水路など ) の売り払いを受けた場合は測量費の助成があります法定外公共物 ( 水路など ) の売り払いを受けた場合は測量費の助成があります

～助成額の詳細は、交付要綱をご覧頂くか、荒川区住まい街づくり課防災街づくり係までお問合せください～～助成額の詳細は、交付要綱をご覧頂くか、荒川区住まい街づくり課防災街づくり係までお問合せください～

専門家を無料にて派遣します専門家を無料にて派遣します 建替えに伴う費用を助成します建替えに伴う費用を助成します

 解体工事費を助成します 解体工事費を助成します

- 2 - - 3 -

建築工事費の一部建築工事費の一部

木造の建物木造の建物

を解体する方を解体する方

を解体する方を解体する方

木造でない建物木造でない建物

荒   川   区荒   川   区
建物

調査

建物

調査

事業

説明

事業

説明
委員会 / 判定委員会 / 判定 収受収受審査 / 決定審査 / 決定審査 / 決定審査 / 決定 審査 / 決定審査 / 決定 審査審査

調査

申込

調査

申込

判定

通知

判定

通知

※ご注意…必ず事前相談を行ってください。内定前に工事に着手してしまうと、助成金の交付を受けられません。※ご注意…必ず事前相談を行ってください。内定前に工事に着手してしまうと、助成金の交付を受けられません。

建替え助成の建替え助成の

優先整備路線沿道で優先整備路線沿道で

申請をされる方申請をされる方

建替え助成の建替え助成の
申請をされる方申請をされる方

荒   川   区荒   川   区
事業

説明

事業

説明
収受収受審査 / 決定審査 / 決定審査 / 決定審査 / 決定 審査 / 決定審査 / 決定 審査審査

※道路用地の売却等

 に関することは、

 基盤整備課用地係に

 ご相談ください。

※道路用地の売却等

 に関することは、

 基盤整備課用地係に

 ご相談ください。

※ご注意…必ず事前相談を行ってください。内定前に工事を着手してしまうと、助成金の交付を受けられません。※ご注意…必ず事前相談を行ってください。内定前に工事を着手してしまうと、助成金の交付を受けられません。

建替えって

何から始めれば

いい？今の敷地に

どんな建物が建てら

れる？資金計画  

は…？

祖父名義の

土地と建物を相

続する予定。名義変

更や税金のことが

よく分からな

い…

専門家

派遣の

申し込み
こんなお悩み、
ありませんか？

まずは！

お気軽にどうぞ

すっきり解決！すっきり解決！

ご利用できます

1 回 2時間、

年 5回まで

1回 2時間、

年 5回まで

※お申し込みから専門家の派遣まで、

１ヶ月程度かかります。     

令和５年度～令和５年度～


